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令和４年１１月２８日 

 

報 道 各 位 

 

新 潟 市 広 報 課 

 

 

損害賠償請求訴訟判決に係る市長コメントについて 

 

 

標記について、別紙のとおりお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

新潟市水道局総務課 

担 当：小柴、下川 

電話０２５－２３２－７３１３ 

 



損害賠償請求訴訟判決にかかる市長コメント 

 

亡くなられた元水道局職員に対し、心より哀悼の意を表します。 

 

これまでに１５年余という長期にわたるご遺族の心痛を察するに

余りあります。 

 

７年余を要した裁判の判決により、認められた市の過失を重く真

摯に受け止めており、ご遺族に対しましては深くお詫び申し上げま

す。 

 

市役所を挙げて良好な職場環境づくりに取り組んでまいります。 

 

 令和４年１１月２８日 

新潟市長 中原 八一 


